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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
民
の
日
に
利
用
料
金
及
び
使
用
料
を
免
除
す
る
都
の
施

設
の
指
定
…
…
…（
生
活
文
化
局
文
化
振
興
部
企
画
調
整
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
一

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
三

雑

報

○
令
和
六
年
度
決
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
三
号

都
民
の
日
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
都
民
の
日
に
利
用
料
金
及
び
使

用
料
（
定
期
入
場
券
を
除
く
。
）
を
免
除
す
る
都
の
施
設
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

利
用
料
金
（
㈠
か
ら
㈨
ま
で
は
、
東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
別
表
第
六

三
の
項
に
規
定
す
る
入
場
料
に
限

る
。
）
を
免
除
す
る
施
設

㈠

浜
離
宮
恩
賜
庭
園

㈡

旧
芝
離
宮
恩
賜
庭
園

㈢

小
石
川
後
楽
園

㈣

六
義
園

㈤

旧
岩
崎
邸
庭
園

㈥

向
島
百
花
園

㈦

清
澄
庭
園

㈧

旧
古
河
庭
園

㈨

殿
ヶ
谷
戸
庭
園

㈩

東
京
港
野
鳥
公
園

十一

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
分
館
江
戸
東
京
た
て
も
の
園

十二

東
京
都
現
代
美
術
館
（
常
設
展
）

十三

東
京
都
庭
園
美
術
館
（
庭
園
）

二

使
用
料
（
規
則
別
表
第
五

二
の
部
㈡
の
項
か
ら
㈤
の
項
ま
で

に
規
定
す
る
入
場
料
に
限
る
。
）
を
免
除
す
る
施
設

㈠

神
代
植
物
公
園

㈡

多
摩
動
物
公
園

㈢

恩
賜
上
野
動
物
園

㈣

葛
西
臨
海
水
族
園

㈤

井
の
頭
自
然
文
化
園

㈥

夢
の
島
熱
帯
植
物
館

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
橋
一
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
本
橋
一
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
四
番
三
号

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
七
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
美
好
町
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
下
水

道
局
管
理
規
程
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
号
中
「
二
百
五
十
万
円
未
満
の
」
を
「
四
百
万

円
を
超
え
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
六
十
万
円
未
満

の
」
を
「
三
百
万
円
を
超
え
な
い
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

令
和
６
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
３７年

公
告
第
１
号
）

第
４４条

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度
決
算
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２７日

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

橋
本

弘
山

１
組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、
２６市

、
５
町
、
８
村
、

一
部
事
務
組
合
等
３１団

体
の
計
７０団

体
で
あ
る
。

２
組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び

被
扶
養
者
数

⑴
組
合
員
数

（
長
期
）

２９,１４７人

（
短
期
・
保
健
）

４４,７９５人

⑵
標
準
報
酬
の

月
額

（
長
期
）

１２,３３５,６３８,０００円

（
組
合
員
１
人
当
た
り

４２３,２２１円
）

（
短
期
・
保
健
）

１５,６８０,６１８,０００円

（
組
合
員
１
人
当
た
り

３５０,０５２円
）

⑶
標
準
期
末
手

当
等
の
額

（
長
期
）

５２,２６７,４５３,０００円

（
短
期
・
保
健
）

６４,２１４,９８１,０００円

⑷
被
扶
養
者
数

２２,７４１人

（
組
合
員
１
人
当
た
り

０.５１人
）

３
組
合
に
従
事
す
る
職
員
の
数

５４人

４
経
理
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、
別
表
⑴

及
び
別
表
⑵
の
と
お
り
で
あ
る
。
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